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国際司法裁判所 特定財産事件

(先決的抗弁判決 2005年 2月10日)

玉 田 大

-.事 実

2001年 6月1日,リヒテンシュタインは次の紛争に関 して裁判所に請求訴状 を提出した1)0

すなわち,｢[)ヒテンシュタイン国民の特定財産について,F賠償 または原状凶復のため,

あるいは戦争状態の結果として,当該財産所有者の損害及びリヒテンシュタイン自身の損

失に対 して何 らの補償支払いも保証せずに没収された』 ドイツ資産であるとみなす1998年

およびそれ以降の ドイツにおける判決｣に関する紛争であるC請求訴状は管轄権の基礎 と

して1957年の ｢紛争の平和的解決に関するヨーロッパ条約｣2)(以下 ｢五七年欧州条約｣)莱

1条に依拠している｡他方,被告 ドイツは2002年 6月27日に先決的抗弁 を提起 し,裁判所

の管轄権 と請求の受理可能件 を争った (判決 1-9項)0

本件に関する事実は次の通 りである｡第二次大戦中の1945年,対独交戦国のチェコスロ

ヴァキアは,ぺネンユ大統領令 (theBeneSDecrees)3)によって ｢ドイツ人と-ンガ リー人

に属する全ての者の農業資産｣を収用した｡同命令にいう ｢農業資産｣は,主に建物,施

1)CaseconcerniナIgCertainPylOL,arty(LIChtenstelni,.GermL2ny),PreliminaryObjections,

JudgmentOHOFebruary2005.な3''本件訴訟資料 (請求訴状,先決的抗弁書,原告の書面見解,

口頭弁論記鈍 先決的抗弁判ぬ 裁判官少数意見)は全て裁判所の公式サイトで入手可能である

(http.//wwwICj-ciJ,Org/)｡なお公式文書か末公刊のため,引用は該当パラグラフ番号を用いる｡

2)本条約に関しては次を参胤 JeanSALMON,≪LaConventioneuropeennepourlereglement

pacifiquedesdifferends〉,R.G.DJPHtome63(1959),pp21164.

3) ｢べネンユ大統領令｣(Bene告Ovydekrety)とは,旧チェコスロヴアキアcT)第二代大統領エ ド

ヴァルト べネシュ (EduardBenes1884-1948)が1940年から1945年にかけて公布した一連の大

統領令あるいは大統領憲法令(Ostavnfdekret)のことであり,公布総数141令のうち13令がズデー

デン･ドイツ人間題に関するものである｡この大統領令により,ズデーデンのドイツ系住民の資

産凍結･収用,市民権制限などの懲罰的決定が次々と下され,ズデーーテン･ドイツ人200万人以上 ー

と数万人のハンガリー人の ｢組織的 ･強制的追放｣が行われたoなお,本件で問題となっている 6
第12大統領令は,｢チェコおよびスロヴァキア民族の背信者または敵性 ドイツ人,-ンガリー人の 八
農業財産の没収と分割の加速に関する共和国大統領令｣(1945年法令集6月21口付第12番)を指すD

ズデーデン･ドイツ人追放問題に関しては以下の文献を参軌 坂本清 ｢チェコ共和国とドイツ人

追放問題｣東京国際大学論叢 (国際関係学部編)1号 (1995年)143-149頁o矢田部順二 ｢Tチェ

コ-ドイツ和解宣言｣の調印に見る甑後の清算- ズデーデン･ドイツ人の 『追放｣をめぐって-｣
傾道法学20巻 1号 (1998年)119-155頁｡
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設および付属動産 とされていたが,収用財産には大公フランツ･ヨーゼフ二世(PrinceFranz

Josefll)をは じめ とす る リヒテンシュタインLfT民の所有財産が含まれていた｡そこでltiJ大

公は私人資格 で 4)この収用措置 をブラティスラヴァ行政裁判所で争つたか,1951年11月21日,

当該収用はチュコスロヴァキア法 上合法であるとの判決が下 された｡その後,1952年 5月

26口に米 ･英 ･仏 ･独に上って署名 さtLた ｢戦 争および占領か ら生 じる諸問題の処理に関

す る協定｣5)(以下 ｢処理協定｣)の第 6章により,節二次大戦に関連 して接収 された ドイツ

のJlTI外資産 とその他の財産 を扱 う特別のレジームか設け られた｡処理協定は次のように規

定 している｡｢賠侶 または棟状lnl復のため,あるいは戦争状態の結果 として接収 された トイ

ソの在外資嵐 お よび主要三Tljが他の連合阻,中立軋 トイソの旧同盟国 との間て取 り結

んT=協定,あるいはこれか ら結ばれるであろう協定に基づ いて接収 される ドイ､ソの存外資

産に対 してとられた措置,あるいはこれか らとられる招請引二ついて, ドイツ連邦共和国は

将来に渡って一切の異議を伸 し立てない｣(第 3条 1項)｡また.｢第 1,2項に規定 さiLた

措置に基一)いて財産所有権 を硝 たものに対するいかなる請求 も訴訟 も認め られない｣(同3

項)｡さらに同協走によれは,｢ドイ､ソ連邦共和 凶は.第 2･3条の措置に基づ く接収月寸座

の以前の所有権者か補償 を受けるように しなければならない｣ (同 5条)とされている｡ こ

の処理協定レジームは暫定的なもの と考えられてお り,最終的な解決は ｢ドイツに関す る

最終規定条約｣(1990年 9月12Fl)6)の締結によって赦され,同年 9月27,28日に米 ･英 ･仏

と トイソ連邦共和lfE]の間に交換書簡7)が取 り交わさTL.これによリ処理協定第 6章は終了さ

せられたが.同協定 3条 1項 と3項は ｢効力を有 し続け る｣ とされた｡その後.1991年に

チェコスロウァキアのブル ノ (Brno)美術館か ら ドイツのケルン美術館に17世紀のオラン

4)裁判所によれば.｢私人の資桁で｣(inhlSPerSOnalcapacity)(13項)とされている｡ただし,

政州人権裁判所判決 (2UO1年 7月12日)によれば,｢主権国蒙りヒテンンユタインの同家元首たる

資格において｣(ensaqualltedechefdel'EtatsouveralnduLiechtenstein)とされている｡

L'arretdelaC()ureur｡pをennedesdroitsdel'hommedu12Juillet2(101dansl'affalrePrlnCe

II/m3-AdamIIdeLIChtenLdezncAllemagne(RequetenU42527/98),para.41.

5)ConventionontheSettlementofMattersArisingoutc'ftheWarandtheOccupation,May

26,1952(asamendedbySchedule4t｡theProtocolontheTerminationoftheOccupatlOn

ReglmelntheFederalRepublicofGermany,signedatParisonOct23,1954),UN.T.S.,vo1
332,p219;WilhelmA.KEWENIG,"BonnandParisAgreements｡nGermany(1952and

1954)",lnRudolfBERNHARDT(underthedlreCtionc'f),EllCyClopedlat)iPILblLCInferTm-

tuJnulLaw,Vol1(199-2),pp.422-432 ト-マス･r7工ルテンベルガー (鳥居気代和 ･.ilrl雅久

訳)｢第二次世界大戦後における ドイツの賠償問題｣自由と正義44巻 8早 (1993年)29-38月 ｡

5 6)FederalRepubllCOfGermany~GermanDemocratlCRepublic~France-UnionofSoviet
七 SoclalistRepublic-UnitedKiTlgdDm-UnitedStates:TreatyontheFina一Settlementwith

respecttoGermany[DoneatMoscow,September12,1990].I.LM,,vo129(1990),pp.1186-
1193

7)France-FederalRepublicofGernlany-UnitedKlngdom-UnitedStates.Exchangeof

NotesconcernmgtheRe一ationsConventionandtheSettlementConvention｢DoneatBonn.

September28,199O].ILM ,γol.30(1991).pp.454-456
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ダ画家ピ-テル ･フアン ･ラール (PjetervanLaer)の絵画が貸与された8)｡この絵Lrgは

18世紀以来リヒテンシュタイン大公家の資産であったが,ベ ネシュ大統領令によってチェ

コスロヴァキアに収用されていたt,のであるO91年,大公-ンス･アダム二世 (PrjnceHans

-Adam II)は私人資格で ドイツの裁判所に提訴Ll=が (ラール絵画事件),処理協延 3条

を根拠 として同請求は却下され (95年ケルン地裁,96年ケルン控訴裁,97年連邦裁.98年

連邦憲法裁9)),さらに2001年には欧州人権裁判所が欧州人権条約上の違反を-.1f定する判決

を下 した10) (13-17項)O

なお,本件の裁判管轄権の基礎 として主張されている五七年欧州条約第 1条は次のよう

に規定している｡｢締約国は特に次のものを丹む凶際的な法的紛争を国際司法裁判所の判断

に付する｡(a)条約の解釈,(b)国際法上のあらゆる問題,(C)認定 されれば国際義務の違反

となるような事実の存在,(d)国際義務違反から生 じる賠償の性質 と範囲｣｡ただ し,同27

条は次のように規定 している｡｢当該条約の諸条項は,次のものには適用されない｡(a)紛

争当事国間で本条約が発効する以前の事実または状況に関する紛争 (disputesrelatingto

factsorsituationspr10rtOtheentryintof()rceofthlSConventionaSbetweenthe

partiestothedispute)｣(18項)a

二.当事国の主張

申述書においてリヒテンシュタインは次のように主張するO｢(a)))ヒテンシュタインと

その国民に対する行為により, ドイツは ))ヒテンシュタインの主権 と中立を尊重 しなかっ

たのであ り,同時に当該財産に対するリヒテンシュタインとその国民の法的権利を尊重 し

なかった｡(b)リヒテンシュタインとその国民が被った禎割 こ対 して補償 しなかったことに

より,ドイツは也際法規則に違反している｡(C)以上より,ドイツは国際法責任を負うと同

時に,再発 しない旨の適切な保計を与え,さらに リヒテンシュタインが被一)た損害に対 し

8)判決文では｢貸与された｣(lent)と記されている(15項)O リヒテンシュタインによれば,ケル

ン市の所有となった (cameintothepossession)ちのの, トイツの98年判決によって放棄され,

ナLコ共和国に返還されたという｡AppllCationInstitutingProceedingsofLichtensteln,para
17.なお,欧州人権裁判所判決 (2OO1年7月12日)によれば,1998年2月2日にドイツ連邦憲法裁

判所が当該財産に関する事件についての管轄権を否認したことをうけて,同年6月9円,ケルン

地方裁判所が91年11月11日の仮差止命令を停止し,執行官が当該絵画をケルン市に返還し,ケル

ン市がこれをチェコ共和国に返却したとされているoL'arrをtdelaCoureuropeennedesdroltS

dellhommedu12ju]Hlet2001damsl'affalrePrlnLeIIans-Adam IIdeLltj/tenLdeinc

Allemugne(Requetenc42527/98),para.21

9)SeeBardoFASSBENDER,HPrinceofLieTltenSteinvFederalSuprenleCourt･Case2BvR o
1981/9736ArchlVdesVolkerrechts198日998)GerrnanFederalConstitutlOnaJCourt(3d 六

Chamber,ZdSenate),January28,1998".All.i,vo193(1999),pp215-219.
10)L'arretde)aCoureuropさennedesdroitsdel'hommedu12Jrull1et2OOldamsl'affairePnnCe
HansIAdam IIdeLichtenstelJlL Allew7aglle(RequetenL42527/98).Seeal.W,Andrea

GATTINI,"ATrojanHorseforSudetenClaimsつOnsomelmplicatlOnSOfthePri71Ce0/

LiLjLfensteZnUGer7nany",E.I.I.i,vol.13(2002).pp513-544.
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適切な賠償を支払わなければなら7h -｣｡他方,トイツは先決的抗弁において次のように主

張する｡｢(1)以下の理由により本件には裁判所の管轄権が及ばないO(a)両国間には裁判所

規程と五七年欧州条約で要求される紛争が有在しないO(b)関連するすべての事実は当事国

間で五七年欧州条約が発効する以前に生じたものであるO(C)))ヒテンシュタインが主張の

根拠とする事件は ドイツの国内管轄に属するものである｡(2)さらに,リヒテンシュタイン

の請うkL訴状は以下の理由によr)受坪不可能である｡(a)リヒテンシュタインの請求は11分に

根拠付けられていないo(b) リヒテンシュタインの請求を審理するためには,rRチェコスロ

ヴァキアの承継国,特にチェコ共和国の権利 ･義務について同国が不在でその同意を欠い

た状態で判決を下さざるをえない｡(C)チェコスロヴアキアによる収用措置の犠牲者と主張

される1)ヒテンシュタインの被害者は利用し得る[3il内救済を尽 くしていない｣o以上より,

ドイツは裁判所が管轄権を有きず,リヒテンシュタインの請求訴状は受理不能であると主

張する (10-12項)0

三.判決要旨

1.ドイツの第 1抗弁 (紛争の不存在)(20-27項)

裁判所の一貫した判例によれば,｢紛争｣とは ｢法または事実に関する不合意であり,当

事国間における法的見解又は法的利益の対立である｣｡リヒテンシュタインの提示する紛争

は,同国の中立国たる地位を鑑みずに, ドイツが95年になって初めて間笛の収用財産を処

坪協定上の ドイツ在外資産とみなしたことによr),｢Fl国の主権と中立が侵害された｣とい

うものであるO他方, ドイツは両国間に紛争は存在しないと主張しつつも,他方で自国の

裁判所は処理協定に基つ くドイツ在外資産に対して一貫した判例法を適用しただけである

と主張している｡このように ｢リヒテンシュタインが ドイツに対して構成Lた事実と法に

づき,この否認により両国間に法的紛争が存在すると結論付けるo両国間交渉と外磨大臣

の書簡(2000年 1月20日)におけるドイツの立場もこの点を補強する証拠的価値(evjdentiary

value)を有するものである｡なお,本件の紛争の主題は,処理協定6章3条を問題のリヒ

テンシュタイン財産に適用することにより. ドイツかリヒテンシュタインに対して負って

いる義務に違反したか否かというものである｡以上より, トイツの第-先決的抗弁を棄却

する0

2.ドイツの第2抗弁 (時間的讐頼権の欠如)(28-52項)

ドイツは第2抗弁で裁判所の時間的管轄権の欠如を主張している｡すなわち,五七年欧
〇
五 州条約第27条(a)は決定的期日(同条約の発効日である1980年 2日18日)｢以前の事実または

状況に関する紛争｣を管轄権から除外しており,本件紛争はこれに該当するという｡その

主張するところによれば,ラール絵画事件に関するドイツ国内判決は,ベネシュ収用の合

法性を評価する管轄権を有さないという従来の一貫した国内判例に則ったものである｡即
ち,ラール絵画をめぐって9n年代に生じた紛争は ｢処理協定とベネシ_1大統領令に直接関
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係する (directlyrelatedto)ものであって｣,その ｢真の淵源 (realsource)は決定的期

日以前に存在する事実と状況にある｣という｡他方, リヒテンシュタインによれば,ラー

ル裁判以前は,自国の中立によりその収用財産は処理協定の対象外であるという了解が両

国間にあったのであり, ドイツ裁判所は当該収用の合法性判断を処理協定によって妨げら

れることはなかったはずであるというOすなわち,90年代に入って初めて ドイツ裁判所は

当該財産が処理協定の対象内に入るというように立場を変更しており,本件紛争を誘発し

た事実 (thefactsthattriggeredthepresentdispute)はあくまでも95年以降の トイツ判

決であり.これが本件紛争の ｢起源であり,核心である｣という (29-38項)0

両当事国が主張するように,裁判所は多くの事例で類似の問題を扱ってきている｡第 1

にモロッコ燐酸事件 (P.CJ.I,,SenlesA/B,No.74,p.22,)では,紛争の主題 (燐酸の寡

占体制)はフランスの選択条項受諾宣言の決定的期 日以前に採択された立法から生じてい

るとされたO第2にソフィア ･ブルが )ア電気会社事件 (P.CJ.J‥SerL●esA/B,No,77,

p.82.)では.ベルギーとブルが )アの間の紛争の ｢其の要因｣(realcause)はベルギーの

選択条項受諾宣言の決定的期 日以降に生じているとされたO第3にインド領通行権事件(I.
CJ.Repo71s1960,p.35.)では,｢紛争の淵源｣(thesourceofthedispute),すなわちそ

の ｢真の要因｣(realcause)はインドの選択条項受諾宣言の決定的期 日以降に生 じている

と結論付けられている (39-42項)O

本件では多数国間条約である五七年欧州条約の第27条(a)の解釈が問題となっているか,

文言上は判例上で扱われてきた選択条項受諾宣言の時間的留保と ｢実質上異なるところは

なく｣,｢文言を異なる意味で解釈すべき環内はない｣｡判例上,｢紛争が発生する元となっ

た事実や状況｣(thefactsorsituations[...]withregardtowichthedisputehasarisen)

は ｢紛争の根源あるいは真の要因｣とみなされており,この基準は本件でも適用し得るも

のである (43-46項)a

以下,本件 ｢紛争の根源あるいは真の要閃｣がラール裁判にまつわる90年代の ドイツ判

決にあるのか,それともベネシュ大統領令と処理協定にあるのか,という点を検討する｡

この点で, リヒテンシュタインが主張するように本件紛争が90年代に現れた事象に関わる

と言えるのは,次の2つの場合だけであるO 第 1に.処理協定が問題の収用財産に通用さ

れなかったという両国の従来の共通見解を90年代に ドイツが放棄したという場合であり,

第2に, ドイツ裁判所が処理協走上の判例法を問題の収用財産に初めて適用し,以って決

定的期 日以降の新たな状況に処理協定を適用したという場合である｡しかし第 1の選択肢

に関しては,処理協定が問題の収用財産に適用されない点について,ラール判決以前に両

国間に共通了解も合意も存在しなかったのてあり, ドイツ裁判所はベネシュ収用の合法性

を判断するための管轄権は処理協定上剥奪されていると一貫して判事してきており,ラー

ル事件判決は処理協定が第12べネシュ大統領令にも通用されると述べるに止まるO従一)て

第 1の選択肢は認められないO他九 第2の選択肢に関しては, ドイツ裁判所は何ら新た

な状況に直面していたわけではない｡ リヒテンシュタイン財産を巡る事件は処理協定と密
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接不可分に関連 していた (illeXtrlCablylinkedtn)ものであり,ラール事件に関わる ドイ

ツ判例は処理協定および- ネシュ大統領令 と分離 し得ないものであるため,両国間の紛/t

の根源あるいは良の要因とはみなされ得ない｡それ故,9()年代の ドイツ判例か帥jlx]間の紛

争を誘発 した (triggered)とはいえ,｢~紛争の根源あるいは兵の要関は処理協定 とべ ネシュ

人統領令に見出されるものてある｣｡従 って ドイツの第 2抗弁 を布認する (47-53項)｡

3.判決主文

以上の理巾により,｢(1)(a)リヒテンシュタインとドイツの間に紛争がないという先決的

抗弁を棄却する (15対 1)o(b)裁判所か紛争を裁定する時間的管轄権を有きないことを理

由とLて リヒテンシュタインの請求訴状を却 下すべ きであるという先決的抗弁 を容認する

(12対 4)0 (2)裁判所は2001年 6月1日に りヒテンンユタインが桂川した請求訴状につ き

審坪する管轄権を有さない(12対 4)｣(54項)D

なお本判決の正文は英語であ り,以 f{の少数意見か付されているO反対意見 (コイマン

ス判事),反対意見 (ェララビ判事),反対意見 (小利【壬1判事),宣.i (フライシャワー･ド

イツ側特任判事),反対意見 (バーマン ･リヒテンシュタイン側特任判事)｡

四.解 脱

1 ｢紛争｣の内容 と性質

一見して本作事案の全貌は掴み難いものとなっているがIl),これは主として原告 リヒテン

シュタインの請求内界が複雑な構成をとっていることに起榊LているOさらにその要因と

Lて次の 2点を挙げることかできる｡第 1に ｢人的｣管轄権の制約であr),原告は本来訴

えるべ き相手であるチェコ共和国に関 Lては管轄権の基礎が欠如 Lていたため,被告とL

て ドイツを選ばさるを得なかった12)O第 2に｢時間的｣管轄権の制約であり,五七年欧州条

約に基づ き,原告は本作紛争を ｢決定的期 fl(1980年)以降の状況又は事実に関する紛争｣

とLて構成せざるを得なかったo以｣･_の要因に.より､原告は本件事案の甜景事実であるベ

ネンユ大統領令 (1945年),処理協定 (1952年), ドイツ国内判例 (1960年)を回避 しつつ,

本作紛争を90年代の ドイツ国内判例 (ラール絵画事件判決)に関する紛争とLて構成せ ざ

るを得なかったのであるOそこで原it,'･か主張Lたのが,ラール絵画事什判決における ドイ

11)この.如こつき披Jnl-ドイ.1/は,原告の請求は内容が不LTj】確てあり,裁判所規程40条 1項と裁判所

規則38条2項の要件を満たさないため,受理輔巳であるとj=_張LているuPreliminaryObjections

oftheFedera一Repub一icnfGermany,pp68-70(paras.115-117)

0 12)被告 トイソの土胞 こよれば･紛争はリヒテンシユタインとrRチニコスロヴアキアの刺 触回 (チェ
コ共和国)との間に存在しているという｡PrellminaryObjectioIISOftheFederalRepublicof

Germany,p.37(para.51),p.42(para60)andpp.70-71(para.118).これに関連Lてドイツは

第三者法益悦別の適用を主張しているが.当J)紺｣の当否については後述するOなれ チェコ共和

国は選択条項受諾宣告を寄託Lておらず._-右七年欧州条約の当事国でもないDそれ放, ドイツが

主張するように,本什のリヒテンシュタインの提訴は損'#をLH_]復するための ｢最後の試み｣であ

ったと言えよう｡Ibid,p73(para.120).
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ツの ｢態度変更｣であ り,これか リヒテンシュタインの ｢主権 ･中立の侵害｣13)に該当する

と訴えたのである｡裁判所は,原告のこの主張が被告 ドイツによって r否認｣されたこと

を以って ｢紛争｣の存在 を認定 し (判決25項), さらにその ｢紛争の主題｣は,問題の リヒ

テンシュタイン収用財産に処理協定 を ｢適用｣することによって, ドイツか原告に対 して

負っている ｢義務｣に違反 したか否か という点にあるとした (判決26項)C ところか,ここ

で裁判所のい う ｢通用｣にせ よ,｢義務｣にせ よ,その内答は極めて不明確 なままであ り,

これが本件紛争の全貌 をさらに捉え難 くしていると言えよう｡そこで以下, この 2点を中

心 として本件 ｢紛争｣の認定について検討することに しよう｡

第 1点 目の ｢適用｣に関 しては, ドイツに1,.ける-連のラー)L,絵画事件判決が実際に処

理協定 を ｢適用｣ したのか否かが問題 となる｡ というのは,同判決はベネシュ収用財産に

関 して ｢管轄権 を有きない｣と判断 したに止まり14), ドイツ自身が主張するように,｢純粋

に手続的な点以上のものは判事されていない15)｣か らである｡さらに ドイツの国内判例によ

れば,処理協定上の収用財産に該当するかFfかの判断,すなわち ドイツ裁判所が管轄権 を

有するか否かの判断は収用国判断に委ねられるため (以下 ｢収用国判断拘束説｣ と略す),

自国の判断が一切介在 していないとされる16)Oさらに,収用国判断拘束説の根拠については

次のように述べ られているO まず ドイツ連邦憲法裁判所判決 (1998年 1月28日)によれば,

収用国判断拘束説が処理協定の目的,すなわち ｢第二次大戦に関連 して｣実施 された様々

な収用について最終的な制裁 を加えるという目的に合致 した解釈 であるという17)｡同様に,

ドイツによれば,1955年時点で ドイツは連合同の判断に介入 しない義務 を課 されたのであ

り,処理協定上の ｢ドイツ財産｣に該当するか雨かの判断は各連合国の決定に委ねられる

という18㌧この収用国判断拘束説に従えは,一一一姐すると ドイツ裁判所 自身は収用財産該当性

13)ObservationsofthePrincipaHtyofLichtenstein,15November2002,p.B1.para5.17.杏

お. リヒテンシュタインの主張によれば, l]国民をドイツ国民として扱ったことにより, ドイツ

が')ヒテンンユタインの｢人的管轄権｣(thepers()naljurisdicti()n)を侵害したというozbL-d,p106

(para629)

14)PreliminaryObjectionsoftheFedera]RepubllCOfGeTTTlany,27June2002,p.75(para123).

15)lbid.,p88(para.145)andpp.105-106(par°.17O)こG7)点を革も明確に判断しているのは ドイ

ツ連邦憲法裁判所判決 (1998年 1月28日)であるL同判決によれは.中立財産の収用又は市民権

の決定に関する慣習国際法規則が存在するか7子かという問題は.旧チェコスロヴァキアによって

実施された収用の合法性に関わるものであるため関連性を有Lていなかった,と判断されているO

すなわち,リヒテンノユタインの中立の問題,およびリヒテンシュタイン大公の国籍問題につい

ては,いずれも収用の合法性に関する実体判断に踏み込むため,関連性が欠如しており,この点

についての判断をドせないとされている0

16)本件では,チェコスロヴアキ7 (ブラティスラヴァ行政裁判所)によって合法性を認められた

収用財産 (ラール絵画)に関しては, ドイツ裁判所はこれを処理協定上の収用財産と認めざるを

得ず,それ故,裁判管轄権をFi認せざるを得ないということになるD

17)BardoFASSBENDER,Supyanote9,p216

18)CR2004/26(Germany,MrLfiufer),p12(para8);CR2004/26(Germany,MrFrowein),

p.14(para.18);CR2004/26(Germany,MrTomuschat),p.22(para10)
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(処理協定の適用可能性)について何 ら実質的な判断を下 していないようにも見えるO し

か しながら,バーマ ン特佳判事が指摘す るように19),そもそも収用国判断拘束説が処理協定

の解釈 として妥当するのか否かか問われなけ{しぼならないであろう｡ まず第 1に, コイマ

ンス判事が指摘するように20),処理協定の締結時,中立国財産 を ドイツ財産 とみなして収用

対象財産 とすることが意図されていたとは考えられない｡第 2に, ドイツ自身,- ネシュ

大統領令 1粂1項 1(a)に規定 された収用対象たる ｢ドイツ民族｣(theGermanpeople)21)

について,その該当性 を争 うことか可能であることを認めている22)oすなわち,ドイツ判例

は,処理協定の適用範囲に関 して ドイツ裁判所の管轄権決定権 (Kompetenz-Kompetenz)

を認めているのである23㌧それ放,処理協定の解釈｣･.,収用回判断拘束説を採用することは

難しく, ドイツ裁判所はあ くまでも自らの判断で処理協定の適用可能性 を判断 し,ラ一ル

れる｡実際に, ドイツの主張 を詳細に検討 してみると, ラール絵画事件判決はあ くまでも

処理協定に ｢規律 されてお り｣(wasgovernedby), これに ｢従ってなされた｣(actingin

compliancewith)としつつ (判決31項). ドイツ裁判所が同協定 を ｢適切に適用 した｣

(appliquさcorrectement)と主張 しているのである24)O以上i:リ,処理協定の解釈上 収

用国判断拘束説によって収用lflか披収用対象者について ドイツ人か否かを慈意的に決定す

ることができると解することは難 しい と言わざるを得ない25㌧従 って,確かに ドイツ裁判所

は直接的な形で リヒテンシュタインの披収用財産 を ｢ドイツ｣被収用財産 とみなしたわけ

ではない26)ちのの,チェコスロヴァキ了の判断を追認することにより,処理協定 を根拠 とし

て補償請求に関す る裁判管轄権 を否認 した以上, 日ら処理協定を ｢適用｣ してお り,まさ

にこの行為が本件で問題 となった ドイツの行為の核心をなしていると言えよう｡

19)DissentingOpinionofJudgeadhotBerman,parall,ただし,コイマンス判事が強調する

ように,チェコスロヴァキアによるリヒテンシュタイン財産の収用そのものが違法か否かという

点は本什には関連のか ､論点であr),裁判所か判断を求められている点ではか IoDissentingOpinion

ofJudgeKooijmans,paras.6and10.

20)DissentingOpinionofJudgeKool'jmans,para,17
21)実体的な問題は,べネンユ収用かそもそも処理協定第6章 3条 1項に定められた措置 (ドイツ

の管轄権が及ばない収用措置)に該当するのか否かという点にあり,さらに,これに関連して問

題となるのは,べネシュ大統領令に見られる｢ドイツ民族｣(Germanpeople)の財産という文吉

の意味である｡というのは,この文吉が財産所有者の ドイツ国籍 (11at10naHty)を指すのか,そ

れともドイツ民族 (ethnlCity)を指すのかが明らかではなく,それ故, ドイツ丈は-ンが )一生

E)- まれであったr)･その民族性を為す るとみなさILたその他の者にも広く適用され,大公を含むリ
ヒテンシュタイン国民の財産までが収用対象とされたからである｡

22)PreliminaryObject]'OnsoftheFederalRepublicofGermany,27June20O2,p,124(para.ZOO)

23)ObservatjonsofthePrincipalltyOfLichtenstein,15November2002,p.14(para.16)

24)CR2004/24(Germany,Mr.Lziufer),p.19(para.37)_

25)BardoFASSBENDER,Supranote9,p.218

26)CR2004/24(Germany,MrLよufer).p.15(para17)
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他方で,第2に,以上のような ドイツの行為に対していかなる法規が適用されるのかが

問題となる｡裁判所は ｢ドイツがリヒテンシュタインに負っている義務｣(判決27項)と述

へるのみで その内容について何ら詳細を明らかにしていない｡しかし,原告の主張 (判

決25項)に鑑みるに,この ｢義務｣はリヒテンシュタインの ｢主権･中立を尊重する義務｣
と考えるべきてあろう27)Oところが,このように本件紛争を｢主権ヰ 立侵害｣に関する紛

争とみなす場合,次のような問題が生 じる｡第 1に,この ドイツの ｢主権･中立尊重義務｣

は一般国際法上の義務 と考えざるを得ないが 8), ドイツ戦後処理に関する｢特別レジーム｣

L得るか否か,という問題であるO 第2に,両国がともに認めるように,rfl立概念が武力

紛争時のものである以上29),戦後50年以上も経過 した1995年以降の国内判例を通 じて,ドイ

ツがリヒテンシュタインの中立を尊重する義務に違反したと主張し得るのか否かという点

についても疑問が残る30㌧ さらに, ドイツの ｢義務｣に関しては,本件 ｢紛争｣の性質とい

う観点からも検討すべき問題を提起することができるDすなわち,本件の紛争の請求の性

質につき,原告自身の権利侵害 (主権 ･中_TI-_侵害)の請求なのか,それとも外交的保護請

求なのかが明らかにされていないという問題が残っている｡以下,この点を検討LようO

まず第 1に留意すべきは,そi)そも本作請求の性質について両当事国間で捉え方が異な

っていたという点であるD原告リヒテンシュタインは請求訴状において,｢当該財産に対す

る[)ヒテンシュタインの権利をドイツが尊重Lなかった｣と主張Lており3L),権利の内容は

特定していなかったが,その後,申述書においてこれを追加修正し,自国の権利侵害 (主

権 ･中立侵害)と同時に ｢当該財産に対するリヒテンシュタインおよびその国民の法的権

利を尊重しなかった｣と主張した (判決11項)Dすなわち,この段階で原告請求は原告n身

の権利侵害と同時に外交的保護請求を提起する ｢複合請求｣(amixedclaim)たる性質を

帯びることになった32)Oさらに,原告は自国の権利侵害が主たる主張でi)り,外交的保護請

求は｢追加的な｣ものと位置づけており33),特に前者に関しては｢精神的姐害｣(moralinjury.

undommagemoral)に対する宣言的判決を求めている34)Oこれに対して,被告 ドイツは

27)DissentingOpinionofJudgeKooijmans,para.34.

28)ibid"para.5.

29)Pre】iminaryObjectionsoftheFederalRepubHcofGermany,p89(para.146):Observa-

t10nSOfthePrincipalltyOfLichtenstein,15Nc'vember2002,p,105(para6.28).

30)CR2004/26(Germany,MrT()muschat),p.23(para14).

31)Applicat10ninstitutingProceedingsofLichtenstein･para.17 0
32)DissentingOpinionofJudgeKooijmanslpara38;ObservatlOnSOfthePrincipalityof o
Lichtenstein,15November2002,p.106(para6.30),CR2004/25(Liechtensteln,Mr.Hafner),

p.44(para.9).

33)CR2004/25(LleChtenstein,Mr.Hafner),p.42(para.3).

34)CR2004/25(Liechtenstein,Mr.Goepfert),p.14(para14);CR2004/27(LleChtenstein,M.

Pellet).para.25;CR2004/27(Liechtenstem,Mr.Goepfert),para.9
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原器請求について別様の捉え方をLていた｡)その先決的抗弁によれば,本件紛争の核心は

｢りヒテンシュタインの金銭的利益を尊蚕する国際法 ｣二の義務の違反｣であり吋 ,｢外交的

I*適の行使 と分類されなければならない｣とi張 し36),これに付随Lて国内的政情の未完了

を主張 しているのである (第 6抗弁)37)Dそれ敵.被告 トィ､ソは,原告の捉え方とは逆に,

外如 勺保護請求が主たる請球てあr),原告El身の権利偵'吉･に関する請求は ｢付加的｣をも

のと看倣 していた38)のであるO

では,判例上,本作のような ｢ナ比合請求｣はどのように扱われてきたのであろうか｡一

般的に混合請求については,優越するいずれか一丁jの請求を中心に請求の性質を特定す る

ことが求められてお リ 39),その際の判断材料 としては,｢紛争主題 と請求の性貯 O)｣,｢請求

の志向する現実 口的ないし訴訟の基礎にある利益41)Jあるいは ｢請求の真の目的 と利益42｣

が考膿されるものと考えられている｡従来の判例では,主にLz]内的救済原則か適用される

か,1子かというL史脈でこの間題が提起されており43㌧例えばインター- ンテル事件 (1959年判

決)において,原告スイスは,米国の行為は ｢国際法の直接的な違反であり,垢告国資杵

におけるスイスの権利を直接的に侵害するものである｣と主張Lたが,これに対して裁判

所は,｢スイスの主張は,自国比の訴tA:]を取r)上げる(epousantlacausedesonressortissant)

とい:)本件紛争の性質を剥奪するものではない｣と判断 した44)Cすなわち,スイ7h自身の権

利侵害の主張にも関わらず,裁判所はインタ-′､ンデル祉資産の返還論求を重視 し,スイ

35)Prelim111aryObjectionsoftheFederalRepubllCOfGemlany,ド.74,(para121),p116(paralRR)

36)ibld,p8()(para131).pp111-113(paras.181183)

37)ibid,pp.111-128(paras.181-208),CR2004/24(Germany,M Tomuschat),pp57-61(paras.

147-155)

38)PrellmlnaryObjectl｡11SOftheFedera一RepublicofGermany,P.86(para.143),p116(para.

1朗),CR2()O4/24(Germany,M.Tomuschat),p61(para.1551なお,これに対してりヒテン/

ユタインは ｢本件をもっぱら外交的保護の事案とみなすことはてきない｣とk諭しており,その

理由として,｢ドイツの行為がリヒテンンユタインそのものに対する責任を生ぜしめるという裁判

Ii7)了の判断か.外交的保護に其つくトイソの責任について判事する前提である｣と主張している｡

ObservationsnfthePrincipalltyOfLichtenstein,15November2川)2,p.65(paras.4.22-423)

39)太寿堂鼎 ｢LjiJ内的救済原則の適用の限界｣法学論叢76巻 3号 (1964年･)8284頁ハTheod｡r

MFJRON,̀-TheIncidenceoftheRuleofExhaustionofLocalRemedies",BY,I.I,,VOJ35

(1959),p 86

40)Theodc'rMERON,S7¢raIIOte39,pp.84-87.

41)皆川沈 『国際訴訟序説』(鹿島研究所LT.版杜 1963年)152日O

42)木村賓 ｢国内的政柄完Tの粧P.りとその例外- インタ--ンデル事件｣『間際法判例自一遇』(別冊

九 ンユリスト156号 2001年)133頁D
九 43)太寿堂鼎によれば,｢匡凧 こけ㌻る権利侵害が同時に国家の権利をも直接に侵害Lたと主張され

る場合,請求の真の目的が国民の利益の保護であるならば,本原則 [国内的救済原則lはやはり

適用される｣というo太寿堂鼎 ｢インタ-- ンテル事件｣ul畑戊二郎 ･大方堂鼎編 『ケ-スプ ,

ク国際法 [新版]』(ll-信畳 1987年)75束｡

44)L'affairederITl/i,rharLdcl(exceptionspreliminaires),Arretdu-nmars1959,C.lJRL,Luel1

1959,p 28,
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スの請求を外交的保護論求と右傾 したのであるC同様に,シシリー電子工業会社事件(1989

年判決)では,米国自身が被 った直接的被害の賠償 という米国の主張に対して,裁判部は

上記インター-ンデル事作判決を引用しつつ,損害の国家的性格を問わずに45),原告｢米国

で,これらの判例 とは逆に,娠告の請求を国複権利侵害を中心に一本化Lた判決 もあるO

例えば逮捕状事件では,被告へルギ-は原告コンゴ民主共和Lf]の請求を外交的保護請求 と

みなし,国内的救済の末完了を主張したが,これに対して裁判所は,｢原告は一度 もイエロ

ディア氏の個人的権利を主張したことはなく,請求訴状で示された紛争の性質に変化はな

い｣(傍点･評者) と述べ,本件紛争を同家n身の権利侵害に関する紛争と看徹した47)｡で

は.本件のリヒテンシュタインの請求はどのように性格付けられるのであろうか｡この点

につき, リヒテンシュタインはLF]述吾にI,･いて,｢当該財産に関する))ヒテンシュタインお

よびそのLjiJ民の法的権利｣を主張しつつ.さらに ｢F掴 とその国民の被った損害に対する

賠償を怠ったことにより. ドイツか国際法規則に違反している｣(傍点･評者)と主張して

いる(判決11項)Qそれ政,逮捕状事件判決のロiJ,Jクを用いることは困椎であり,被告 ド

イツが主張したように, リヒテンシュタインの請求の ｢其の口的｣を外交的保護請求と右

放す余地が多分に存在 していたように思われる4月)C

それにも関わらず,既に見たように裁判所は単に ドイツの .ー義務｣違反か本作紛争の主

題であると述べるに止まっており,これにi:って請求の件質についての判断をもLIuj避 して

いると言えよう｡その結果,必然的に裁判所の紛争認定は被告の ｢否認｣に基つ く佃当事

lj重I間の見解の相違 という形式的紛争要什に依拠することになり,｢紛争｣の実質的内容は明

らかにされでいないと言わさるを得ないOそして,この点こそが,本件 ｢紛争｣の内実を

捉え難 くしている最大の要田であると言うことができよう0

2.管帝権の時間的制約の間愚

以上のように,本作紛争はあくまでもリヒテンシュタインの L主権 ･中立｣をめぐるち

のであるが,裁判所はこれを管轄権の時間的制約によって除外される紛争であると認定 し,

裁判管轄権を否認 LたD裁判所のこの認定に関Lて問題となるのは,次の 2点である｡1

点臼は時間的制約の判断基準の設定の仕jjA,すなわち ｢真の要因｣基準の採桐についてで

45)弟歳寛之 ｢同家貰仕法における個人損肯｣咽 際経折法と地域協力』(信山杜 2004年1122頁⊃

46)CaseConcerllingEletlromcaSzlculaS♪.A (EL,SI).Judgmentof2()July1989J.CJRef,()rts

I989,pp42-43,paras.51-52.

47)L'affairerelativeauMandbfd'am?idullaLrrl!2(a ,lrar,etdu14fevrier2002･paras37-40･ 九
48)なお,原告が請求内容を修｣ト 追加することは手続上認められており,原告自身が請求訴状等 八

においてこの修正梅を別業する例は多々見られる｡しかしながら,判例上,請求変更はあくまで

も紛争を変質させか ､程度においてのみ認められるものとされているC本件でも,被告ドイ､ソか

主張するように,悼告が主張を幡止 ･変吏Lても ｢事案の本来の性質を変えることはできない｣

と考えるべきてあろうoPreliminaryObJectlOnSOftheFederalRepublicofGermany,p.113

(par° 184)
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あり,2点 目はこの判断基準の通用の仕方である｡

(1) 基準設定の問轟

裁判所は五七年欧州条約における管轄権の時間的制約条項 (第27条(a))に関 して ｢真の

要因｣基準を採用 したo当条項によれば,r本条約が発効する以前の事実または状況に関す

る紛争｣については裁判所の管轄権が除外される｡争点となったのは言に関する｣(relating

to)という文言であり49㌧ これを解釈するにあたって裁判所は先例からの類推解釈を行い,

判例上認められてきた ｢其の要因｣基準か本件にも適用 し得ると結論付けた (判決43項)c

LかL,裁判所によるこの解釈に関 しては.先例からの類推解釈の妥当性がまず問題とな

る｡というのは,裁判所の参照する3つG71'先例はいずれも選択条項受諾宣言に付された時

間的留保に関するものであるのに対 L,本件の管轄権条項は多数国間条約の一条項だか ら

てある｡さらに,本件の五七年欧州条約で剛 ､られている文言(｢に関する｣(relatingto))

が,先例で用いられていた文吉と異なる瓜 二も注意すべ きであろうOモロッコ燐酸事件で

問題となった7ランスの選択条項受諾宣言の時間的留保では了本宣言の批准以降C7)状況又

は事実について (withregardto),本宣言の批准以降に生 じるあらゆる紛争｣に管轄権 を

限定していた5凸)｡ ソ7イア･ブルガリア電気会社事件 (ベルキーの時間的留保)51)とイン ド

領通行権事件 こイントの時間的留保)52'でも同じ文言が用いられている53)｡では,上記のよ

うな性質 と文言の相違を前提 として,本件の類推解釈は如何にして止当化されるのであろ

49)ロゼンヌによれば,従来の判例は｢に関する｣(re]atingt())や｢事実と状況｣(factsandsituatlOnS)

といった文言を解釈しようとしなかったのであr),これらの文言はそもそも法的7Lf定義に馴染ま

ないと言うoShabtaiROSENNE,'rheTim一フFactorin/heJurisprudeTICeOfthe/nternatzonal

CoIWtOfJustlCe,Leyden,A.W Sythoff(1960).p37

50)LlaffalredePhosphatesduMaroc(Except】onspr61iminaires),Arretdu14JuLn1938,C.P
J.ISelrleA/B,No74,pp,22-23 %t()uslesdlffErendsqulS'さ1さveraientapreslaratlficatlOn

delaprさSentedeclarationausuJetdessituationsoudesfaitsposterieurs畠cetteratifica-
tlOn≫

51)LlaffalredeCompagm'ed'L<lecfriL7feJdeLi()fi作∫,IdeBill,garTe(Exceptionsprさllrnlnaires),
Arretdu4avrll1939,CPJ.ISCrieA/B,No77,p.81

52)CaseConcerningRtghtofPaさSuget)i,erI〃dtallTerrzEoTy,JudgmentofNovernber26th,

1957,I.CJReports1957,p151

53)いわゆる ｢ベルギ-型剛呆｣あるいは ｢二報時間留保｣(l'exceptionrafionelenlboyisdouble)
と呼ばれるものであr),-ルギーの選択条項受諾罵言 (1925年)に1､Jされた留保が最初のもので

ある｡杉原高嶺が指摘するように,｢紛争の発生原田はか7LJり以前に遡ることが少なくないので,

この留保は多くの紛争を除外する効果を持つ｣｡相原高嶺 『周際司法裁判制度』(有斐閣 1996年)

九 159頁 :Manley0 HUDSONIThePerma"tr,nlCoILrtOflnternal10ǹllJuJ/ice1920-1942,

七 NewYork,TheMacm川anCompany(1943),p.684.ベルギー型留保に対する学説上の批判につ

いては以下の文献を参照｡StallimirA.ALEXANUROV,Resen,ationsl'nUnilale71alDeclara-

tl'01LSAcceL,tingtheCompulsoryJurisdict10nOftheInternallLnna/CoILrtOfJusllLe,Martinus

Nりhoff,Dordrecht/Boston/Londt)n(1995),p.40;HerbertW.BRIGGS,■̀ReseryatlOnStOthe

AcceptanceofCompulsoryJurisdictionofthelTlternatlOnalCourtofJustice",R.C.A.D.I.,
tnme93(1958),p294.
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うかO第 1の理由は,裁判所が述べるように,両者は実体的に同内容であるというt)ので

あるO小和EEl判事 t)同様の見解を述べておr),五七年欧州条約の当該規定を起草過程から

検討 した結果,選択条項受諾宣言に付される時間的留保 との相違は見いたされ得ないと結

論付けている54'oェララヒ判事は,｢本件における欧州条約の文吉は明らかに先例の当該文

言よりも広い｣とLつつも,本件では｢真の要因｣が適正な基準であると述べている55)｡ し

かしながら,このような実体的内容の同-件を根拠 とする場合,そもそも類推解釈や先例

参用を要さずとも五七年欧州条約の該当条文の解釈が可能だったのではないか, という疑

問が生 じる｡それ払 第2の理由として,-- マン特任判事が指摘するように56),両当事国

自身が裁判所の (選択条項受諾宣言に関する)判例を援用 している以上,裁判所はこれを

両国間の共通了解とLて同判例を参照し得ると解するのが妥当であろうo実際に,ベルギ

ー型留保に関する判例法を本件でも適用 し得ると主張するドイツに対 し, リヒテンシュタ

インはlこのアプローチに同意する｣と明示的に述べており57),このような判例引用レ-ル

での見解一致により,裁判所は特別な坪由付けなしに類推解釈を行 うことができたと考え

ることができようO

このような類推解釈を経ることにより,裁判所は先例から｢真の要因｣基準を導き出し,

争の真の発生原田｣(lesvきritablesき1さmentsg白1erateurSdudifferend)58)あるいは ｢紛争

を発生させたもの｣(generateursdudiff6rend)59'という基準が用いられてお り,学説上も

こうした概念を用いるもの60や ,あるいは ｢紛争の発生原因事実｣(faitsgenerateursdu

dif托rend)6Hといった概念が用いられている｡それ故,数人の裁判官が述べているように,

54)DISSentingnp】ninnoりudgeOwada,paras.17-19.

55)DissentlngOpinionofJudgeElaraby,paras5-6.

56)DisseIILlngOpinionofJudgeadhocBerrTlan,Para6.

57)ObservationsofthePrincipalityofLichtenstein,15November2OO2,p41(para3.7)_

58)L'affairedePhost)hatesduMaro((Exceptiunsprelimlnaires),Arretdu14juin1938,CPJI.

se'/ieA/B,No74.p.24.なお7,この用語は ｢紛争の真の要因｣(therealcauseofthedispute)
と英訳されている0

59)L'affairedeCnmpagnied'e'lectric7tLgdL,.i,loj7actdE,Bulgwie(Exceptionsprさ1irTlinaires),

Arretdu4avril1939,C.PJ.I5''e'rit,A/B,Nu77,p82.なお,この用語は ｢紛争の淵源｣(the

s｡urceofthedlSPute)と英訳されてし､るD

60)CharlesDEBBASCli,≪Lacompetence≪rationetemporis》delaCourlnternatlOnalede

JuStlCedamslesystemedelaclZluSefacu】tatT'vedcjut-idlCtionobhlgatoire},H(,I.DJ.P,,tome

64(1960),p256,∫G･SAUVEPLANNE,≪LesHmitatlOnSrationeternporisdansl'application 九
delaclausefacultatlVe》,Nederland.q'n7dsLjmfti,OofIn/ernationLWIReck/.Jaargang3 六

(1956),p348

61)JacquesSOUBEYROL,≪Validitedamsletempsdeladさclarationd-acceptationdela

jurldictionobllgatOire》,A.FD.I,tomeH 1959).p.241;MohieddineMABROUK,LL,S

exceptL'on5dePnce'dure.sdeuanllLISjzLridl(tEOnSinternall'onales,ThesepourJedoctraten
drozt,L.GDJ"Paris(1966),p.53
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これらの概念は ｢真の要閃｣概念と同一のもC')として扱うことができよう62)D

ただし,ベルキ-#lJ留保に関する貴大の問題は,その適用基準というよりも.むしろそ

の適用方法である｡.すなわち,何をもって紛争の ｢真の要閃｣あるいは ｢発生搬囚事実｣

とみなすのか.という問題である｡この点で問題 となるのは,イン ド韻通行権事件判決(杏

案判決)の解釈である63･｡当判決では,｢本作紛争はそのすべての構成要素が発現して初め

て発生し得る｣と述べられている54)Oすなわち,紛争の発生原因は個別の事象に分解され得

ないと考えられているのであるo同様に.モロッコ燐酸事件で裁判所は,7ランスの時間

的留保に見られる｢状況と事実 ‖ :いう文言かLl,,｢てきる限り包括的な表現を用いて.紛

争を生せしめる可能性のあるあらゆる事象 (touslesさ1ements)を包含しまうとする国家

の意凶｣を導き出している (傍点･評 者)65㌔ ては,本件のようにべネシュ大統細令,処理

協定,ラール絵画事件判決 といった複数の事象が関連する事案の場合,紛争の｢真の要因｣

はどこに求められるのであ7)うかOこの点を以下で検討しよう｡

(2) 基準適用の開演

本件で問題 となったのは,紛争の ｢真の要因｣がベネ/ユ大統領令と処理協定にあるの

か,それともラール絵画幸作判決にあるのか, という点である｡この点で,確かに原告 も

認めているように66),本件紛争の淵源を遡っていけば,事実上-ネシュ大統領令と処理協定

に辿り着 くことは否定し得ないoベネシュ収用が存在しなければ本件紛争か発生し得なか

ったという意味で,これらの事実は本作紛争のイこ可欠の前提をなすと言えよう｡しかし杏

がら,この点たけから,本件における両国間の紛争が ｢それらの状況叉は事実に関連して

発生したことにはならない｣し671,-ネシュ大統領令が紛孝の｢真の要因｣てあるというこ

とに直結する訳でもない68)Oというのは,､ノ7イア･7ルガリア電気全村事什で常設国際司

法裁判所か述べているように,｢紛争が以前の状況や事実の存在を前提とする(presupposer)

ことはあr)禍るが,だからと言って紛頚がその状況または事実から生 じたということには

ならない69)JからであるOさらに.小村的判事か指摘するように.本件の紛争主題である))

ヒテンシュタインの主権 ･中立侵寓に関しては.ラール絵画幸作判決が存在して初めて発

生し得るものてある7010換言すれば.-ネシ:l収用 と処理協定たけでは｢トイツとリヒテン

62)D】ssentingOpllnion()iJudgeKc'oijmans,par°.24;DissentingOpinionofJudgeOwada,
paras34,37and40.ただし,厳密に言えば,｢紛争の其の要因｣(therealcauseofthedlSPute)
という用語は上述のように ｢紛争の真の発生原凶｣日esviritablesさ]ementsgenerateursdu
dJlfferend)を英訳したものに過ぎず,両者は北東同一概念である｡

631DissentlngOpinionOfJudgeOwada.parilS.35-37

- 64)ICJ Ref)orls1960,p_34_
九 65)C.PJ.I.Se･rleA/D,No7,4.p 24

五 66)ObservationsofthePrincIPalityofLIChtenstein,15Novemhe,2()02.p.9(pa,a.8),p.82
(para.521).

67)DJSSentlngOpinionofJudgeOwada,paras31and34

68)Ob監 rrVationsofthePrlnCipalityofLIChtenstein,15November2002,pp50-51(paras326)
69)CPJI.Se'rlLIA/且 N｡77,p82

70)DissentingOpinionofJudgeOwada.para34
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ンユタインの間の｣｢主権ヰ 立をめ ぐる紛争｣は発生 し得ないのである｡そこで裁判所が

見出した解決策は.本作紛争の ｢真の要田｣をベネシュ人統領令 と処理協定に求めつつ,

ラール絵画事件判決が本件紛争を｢誘発した｣(triggered)というものである (判決52項)O

では,裁判所のこの判断は妥当なものと請えるのであろうかDこの点を以下で検討しよう｡

まず第1に,上記の解決策を導 くにあたって,裁判所はラ-ル絵画事件判決 とそれ以前

の ドイツLil内判例の間に一貫性を認め (判決50項),それ故,ラ-ル裁判は ｢新たな状況｣

に直面したわけではなく.｢処理協定に密接不可分に結びついている｣と判断している (刺

決51項)oそれ放,裁判所の判断の核心は,ラール絵画事件がそれ以前の判決 と同様の管轄

権否認判断を下し,以って一貫した判例を形成しているか否かという点に集約きれると言

ってよい｡そこで､判例の一員性について検討するためにまず確認してお くべ き点は,ラ

ール裁判以前の トイツ国内判例71)が採用していた2段階の論理構成であるDすなわち,第 1

段階として,処理協定上,｢収用きれた ドイツ財産｣について ドイツ裁判所は管轄権を有き

ない｡第2段階として,請求対象である財産が ｢収用された ドイツ財産｣に該当するか台

かは収用国の判断に属する(収用国判断拘束説)L, ドイツ国内判例は一貫してこの論理を採

用し,結論として常に管轄権を否定している72)｡ラール絵画事件判決でも形式的にはこの2

段階の論理構成が踏襲されてお り73),-姐すると従来の判例を適用したに過ぎないようにも

見える｡,しかLながら,ラ-ル絵画事件の新規性を検討する上で見逃すことができないの

は,当該事件の訴訟対象か従来の判例と一線を画しているという点である｡すなわち,従

来の ドイツ判例は収用された ｢トイソ人の｣財産に関わるものであり,処理協定の ｢適用

可能性｣そのものが問題とされることはなか-.たのである74)｡換言すれば,ドイツ裁判所が

｢中立国｣財産に対して処理協定を適用したことは一度もなかったのであり75),｢rT.立財産｣

に対する処理協定の ｢適用可能性｣という点に限定して言えば,ラール判決は従来の判例

と一線を画 した ｢新たな状況｣に対応したものであ-'たと言うことになるOコイマンス判

71)この点で関連する重要なドイ､ソ回内判例は,連邦司法裁判所の1956年12月13R判決 (AKU事

件判決).1957年 7月11日判決 (AssignmentofConf】scatedDebt(Germany)Case,Germ〟n

Fede71alReL･ublic,FederalSILZ,71emEICoILrlJLtlyll,1957.I.LR,VOL24(1957),pp31-35),

1960年 4月11日判決である｡なお,その他のトイソ判例-一覧については Observationsofthe

PrlnCipalityofL1Chtensteln,15November2002,Append]x1:GermanJurisprudenceand

DoctrlneCOnCernlngthelnadmisslbilltyltule(Article30fChapterSixoftheSett一ement
Convention)を参照｡

72)PreliminaryObjectionsoftheFederalRepublicofGermany,27June20O2,pp.18-19

(paras20121),pp･54-55(para･87)･ 九
731AndreaGATT【NI,sup,'anote10,pp517519;PreliminaryObjectionsoftheFederal pg
RepublicofGermany,27June2002.pp.】922(paras,22-25),pp.54-55(para.87),CR20O4/

24(Germany,Mr,L宜ufer),parasIOand14

74)DissentingOpinionofJudgeOwada.paras.23-24

75)DissentingOpinionofJudgeE】araby,paras7.DissentingOplnionofJudgeOwada,para

31,CR2004/27(Liechtenstein,Mr.Crawf‖rd),para6.
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事によれば,問題は ドイツ国内判例を ｢中立財産に初めて適用した｣ことであり,これが

｢新たな要素｣を粛しているという76㌧ このように,中立財産に対して｢初めて｣処理協定

を適用した,というか ニラ--ル絵画事件判決の新規性を認めるとすれば,同判決を含めた

ドイツ判例の一貫性を認めることは困難になり,その結果,本件紛争の ｢真の要因｣はベ

ネンユ大統領令と処理協定ではなく,ラール絵画事件判決に見出されることになる77)O

第2に,時間的管轄権に関して問題 となaのは,裁判所の判断が1)ヒテンシュタイン大

公事件 (2001年判決)における欧州人権裁判所の判断と食い違う危険がある点である｡大

公事件判決によれば, ドイツによる第一議定書第 1条 (財産権)の侵害の有無を判断する

にあたって,申請者はベネシュ収用そのものではなく,｢ドイツ国内裁判所において絵画所

有権に関する本案判決を得ることができず,絵画がチェコ共和国に返還された点に異議を

唱えてお り,この側面については裁判所の管轄権は時間的に排除されない7且)｣と判断してい

る (傍点･評者)Dすなわち,ラール絵画事件判決を通 じて財産権侵害が発生したか否かを

審理することは裁判所の時間的管轄権に含まれると判断されているのである｡それ故,エ

ララビ判事のように79),欧州人権裁判所のこの判断を適用して,財産事件でも時間的管轄権

が認められるべきであったということができるようにも思われるC しかしながら,大公事

件を根拠にICJが時間的管轄権を容認すべきであると主張するには,検討 しておくべき点

が塊つかある｡まず第 1に.上記のような判断を示 した後で,大公事件判決は最終的に財

産権侵害請求に関する時間的管轄権を-1子走している｡同判決によれば,ベネシュ収用措置

が第12べネシュ大統領令 と国際法原則に違反するという申請者の主張は,財産権侵害請求

に対する ｢先決的問題｣(questionpr61iminaire)であり,この問題に関しては,ベネシュ

収用の実施 (1946年)が欧州人権条約の発効 (1953年)及び第-議定書の発効 (1954年)

以前のものであることから,｢収用の状況又は収用によって癒された継続的効果を審理する

時間的管轄権を有きない｣と結論付けているBO)｡すなわち,財産権侵害請求の｢先決的問題｣

76)DissentingOpinionofJudgeKooijmans,paraS13and18.

77)ibid.,para.24

78)L'arretdelaCoureuropeennedesdroitsderhommedu12Juillet2OOldamsl'affairePrince

Han5･AdamIIdeLIChtensteinc.Allemagne,(Requeten□42527/98),para｡81

79)D】ssentingOpmionoりudgeElaraby,para.15.

80)L'arretdelaCoureuropさennedesdroitsdel'hommedu12Juillet2001damsJ'affairePnnce

t- -__ __ _ - __ _ .∴ - _I

ェコ共和国に返却された点を問塔とLている (ibld.,para.81)Oこれに対して裁判所は,大公が

ドイツの｢国内裁判所｣における絵画返還請求訴訟において,｢べネシュ収用措置がベネシュ大統領

令と国際法原則に反している｣と主張している点を根拠として,ベネシュ収用の合法性問題を｢先

決的問題｣と右傾Lている (ibzd.,para.84)O従って,大公事件と財産事件において.原告 (申請

者)はいずれもラール事件判決のみを対象行為として限定している点で共通Lていると言えよう0

5.メ
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たるべネシュ収用の違法性判断および収用の継続的効果の違法性判断に関して,裁判所は

時間的管轄権を否定しているのである｡それ放,大公事件判決における ｢先決的問題｣を

紛争の ｢真の要因｣に置き換えれば,逆に,大公事件判決と財産事件判決は類似のロジッ

クを採用しているということができるO他方で,第2に,両判決が扱っている問題はとも

に時間的管轄権であるものの,厳密にはl両者が扱う ｢紛争｣あるいは ｢請求｣は異なって

おり,さらに通用法規の基準も異なっているO財産事件では, リヒテンシュタインの ｢主

権 ･中立｣侵害請求に関してベルギー型留保の ｢真の要因｣基準の適用判断が求められて

いるのに対して,大公事件では,財産権侵害請求に対する単純な時間的管轄権判断が問題

となったに過ぎないO従って,仮にべネシュ収用の違法性判断が財産権侵害請求に関する

｢先決的問題｣であったとしても,これが リヒテンシュタインの主権 ･中立侵害に関する

紛争の ｢真の要因｣と言えるか否かは別の問題である｡以上のように考えれば,欧州人権

裁判所における大公事件判決の判断は,財産事件で問題 となったベルギー型留保を直接的

に扱ったものではなく,紛争の ｢真の要因｣を特定する上で参照にし得る範囲は限定され

ていると解すべきであろう｡

最後に,時間的管轄権判断に関する手続的問題 として,以下の 2点,すなわち本案判断

への接近の問題と第三者法益政則の適用可能性を検討 しておこう｡

第 1点日は裁判所の判断が本案判断に近接しているという問題であるが,一般に.ベル

ギー型留保の適用可能性判断においては,｢紛争発生原因｣を特定する上で事案を総体的に

検討する必要が生 じるため81),必然的に本案判断に踏み込む危険があることが指摘されてい

るbZ)o実際に,インド領通行権事件 (先決的抗弁判決)で裁判所は,｢1779年条約の解釈｣

などの ｢諸要素の評価は,本案に密接に関連する問題を予断する恐れがある｣と判断し,

時間的留保に関するインドの先決的抗弁を本案審軌 こ併合している83)Cマヴロマティス利権

協定事件判決 (1924年先決的抗弁判決)においても,｢多くの場合,紛争を生ぜ しめた事象

を特定することは,訴訟の本案そのものに不可分に結びついている叫｣と述べられているO

本件でも,中心的争点であった ドイツの ｢立場変更｣あるいは ｢一貫した判例｣の有無は,

それ自体が同国の国際法上の違法性認定に関わるものである以上,本案判断に属する可能

性がある85)oそれ放,ドイツの第 2抗弁については,｢専ら先決的な性質を有きない｣(裁判

所規則79条9項) と宣言し,これを本案審矧 こ繰 り込んで判断した方が,事案の包括的な

81)ShabtaiROSENNE,Supranote49,pp38-39

82)EtlenneGRISEL,LegexccIPtl-onsd'lnCumPe7enceetd'lrreceZJabilite'danslaproce'duredela 九

83)I.CJ.HeporbJ957,pp.151-152.
841L'arretdelaCPJI.du30abut1924damsl'affairedesConcessionsMat,rOmmatisen

Palestine,C.P.JI.Se'n-eA,no2,p 35

85)DissentingOplnionofJudgeOwada,Para ll,ObservationsofthePrincIPalityof
Lichtenstein,15November2002,p61(par°.412).
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処理が可能であったと言うことができよう86)O

第2点[=ま,第三者法益原則(｢貨幣用金｣ルール)87)の適期可能性の問題である｡裁判所

が認定したように,本件紛争の ｢真の要内｣が-ネンユ大統領令と処理協定にあるとすれ

ば,赤外の第三者てあるナェコスロワァキアによる財産収用の合法性判断が本件判決を下

すための不可欠の前提として ｢紛争の主題そのもの｣を構成する可能性がある88)Dそれ故,

ドイツは本作の紛争7)主題はベネシュ大統語令による収用措置であると主張 Lているので

あるB9'Dしかしながら,複数の判事が述べているように,チェコ共和Ef]の法的利益か紛争の

｢主題そのもの｣(theverysubject-matter)を構成するということはできないであろう90)｡

確かに, リヒテンシュタイン国民の財産を ドイツ敵性朋産 と看倣して収用対象に含めたの

はそもそもベネンユ大統領令であり,処理協定,はこれを追認したものてある,しかしなが

ら,本件の紛争主題は,90年代の国内判例 (ラール事件判決)によって ドイツがリヒテン

シュタインの中立 ･主権を侵害したか否かであり.この点を判断する前提としてベネシュ

収用そのものの合法性を判断する必要はか ､｡それ故,本件ではチェコスロヴァキア (お

よびチェコ共和国)を想定した第二者法益原則の適用を認める必要はなか一｣たと言えよう｡

86)DissentlngOpinionofJudgeE】araby,paras16,DissentingOpin]ponofJudgeadhoc

Berman,paras.24,26and30;DissentingOplnionofJudgeOwada,para.43,DISSentlng

OpinionofJudgeKooijmans,para26.

87)相原高嶺｢匡慨司法裁判における第三者法益原則- その形成事情と適用基準の分析-｣法学諭

九 叢144番4･5号 (1999軒 21-43fiL

- 88)AndreaGATTINI,supTlln(】te10,p544;PreliminaryObjectionsoftheFederalRepublic

ofGermany,27June2()02,pp93110(paras151-1糾);CR2nO4/̀24(GermanyM Dupuy),p

55(para.143)

89)CR2004/26(Germany,MrL凱lfer),p8(para.2)

90)DISSentingOpinl()nOfJudgeOwada,para.56,DissentingOplnlOnOfJudgeadhoc

Berman,para26;DissentingOpinionOfJLldgeKoDijmans,para_34
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